診療報酬などに関する規程
第１条　医療法人健仁会 東日本病院・健仁会中央クリニック（以下単に病院という）の診療報酬及び使用料等はすべてこの規定の定めるところによる。

第２条　病院の診療報酬の額は健康保険法の規定による療養に要する額の算定方法別表第一診療報酬点数表により算定して得た額とする。

　　（2）保険証を持たず又は健康保険法の適用を受けることのできない者（自
殺未遂等）に対する診療費の算定もまた同じ。
第３条　貧困のため本人の支払額の負担が困難と認める者については事情を調査し福祉事務所民政委員等と協議の上診療費を減免することがある。
第4条 診療報酬点数表に定めのない手数料利用などについては次のとおり定める。

１．公害健康被害者、労災患者、予防接種による健康被害者の診療報酬は、法令等に基づいて算定される額

２．自動車事故被害者の診療報酬は、新宿区医師会の内規による標準料金

３．その他、新宿区医師会の定める内規によるもの

イ　諸証明、諸手数料

　　　ロ　諸診断書料

　　　　　　死亡診断書、生命保険死亡診断書料、健康診断書料、その他

　　　ハ　健康診断書料

　　　　　　諸検査を行った時は別に診療報酬点数表に定める額を加算する。

第５条　この規定施行に際し必要な事項は病院長が定める。
